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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年３月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（係船浮標） 

発生日時 平成２６年１０月２７日 １８時４５分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港第１区 

 名古屋北信号所から真方位１９２°５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０５.０９′ 東経１３６°５２.７７′） 

事故調査の経過  平成２６年１１月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 福島
ふくしま

正則
まさのり

、６.６トン 

 ２４０－４１５８２愛知、近藤産興株式会社（船舶所有者）、東山

ガーデン株式会社（船舶借入人） 

 １４.９２ｍ×２.３９ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、６６.２０kＷ、平成８年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２３歳 

 一級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２２年３月２５日 

  免許証交付日 平成２６年６月１９日 

         （平成３１年６月１８日まで有効） 

接客係 女性 ７４歳 

 死傷者等 軽傷 １人（接客係） 

 損傷 船首部外板に亀裂 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、接客係１人及び旅客１０人を乗

せ、名古屋市中区の堀川と名古屋港第１区のガーデンふ頭南方沖を遊

覧する目的で、平成２６年１０月２７日１７時４５分ごろ堀川の桟橋

を出発し、ガーデンふ頭に沿って西進したのちに左転し、ガーデンふ

頭南方沖を約５ノットの対地速力で南進した。 

 船長は、いつものように名古屋市港区潮見町所在の新名古屋火力発

電所の煙突（以下「本件煙突」という。）を船首目標として航行し、

左舷側に見えるはずの名古屋港係船浮標 No１２（以下「本件係船浮

標」という。）を探しながら航行していたところ、船首方約１０ｍに

本件係船浮標を認めて機関を後進とした。 

 本船は、１８時４５分ごろ、前進行きあしのある状態で船首部が本
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件係船浮標に衝突した。 

 接客係は、船室の船首側出入口付近に立っていたところ、衝突の衝

撃で転倒して負傷した。 

 船長は、本船の損傷状況を確認する一方、接客係に旅客の負傷の有

無を確認させ、接客係以外に負傷者がいないことを知り、自力航行し

て名古屋市港区木場町の桟橋に着桟して旅客を下船させた。 

 運航管理者は、船長から報告を受け、木場町の桟橋にタクシーなど

を手配し、旅客を帰宅させた。 

 接客係は、２８日、病院に行き、左肩及び左肘挫傷等と診断され

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 船首部の損傷状況、写真２ 

本船、写真３ 本件係船浮標 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 １０m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.２ｍ、潮汐 ほぼ満潮時 

日没時刻：１７時０４分 

 その他の事項 

 

 安全管理規程の運航基準には、風速１５m/s 及び波高０.８ｍ以上の

場合は発航を中止しなければならないと定められていた。 

 船長は、本船の船長職に就いてから約４か月であったが、本事故発

生海域の航行経験が昼間と夜間を合わせて約１００回あった。 

 船長は、ふだん、ガーデンふ頭に係留された観測船ふじを通過した

辺りで左転し、本件煙突を船首目標として本件係船浮標を左舷側に見

て通過した所で、折り返して堀川に帰っており、本件係船浮標に灯火

設備がないことを知っていた。 

 船長は、夜間でも海面が穏やかなときは、ガーデンふ頭付近からで

も本件係船浮標を視認することができたが、本事故時、ガーデンふ頭

付近から本件係船浮標を視認することができず、波の影響によるもの

と思った。 

 本件係船浮標は、独楽
こ ま

型の浮体で、直径が３.８０ｍ、高さが２.４

３ｍ及び海面上の高さが約０.８ｍであった。 

 本船は、川船を改造して喫水が浅く、船底が平らな構造で、受風面

積が大きく、風の影響で流されやすい船型であった。 

 本船には、ＧＰＳプロッター及びレーダーがなかった。 

 旅客は、本事故時、全員座席に腰を掛けていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、名古屋港第１区のガーデンふ頭南方沖を南進中、船長が、

左舷側に見えてくるはずの本件係船浮標を探すことに注意を向け、船

首方の見張りを適切に行っていなかったことから、本件係船浮標に向
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かう態勢となっていることに気付かずに航行し、本件係船浮標に衝突

したものと考えられる。 

 本船は、いつものように本件煙突を船首目標としたが、北西の風に

圧流されたことから、本件係船浮標に向かう態勢となって航行したも

のと考えられる。 

 船長は、本件係船浮標を左舷側に見て通過した所で折り返していた

ことから、本件係船浮標を探すことに注意を向けていたものと考えら

れる。 

 本船が本件係船浮標に衝突した際、接客係は、立っていたことか

ら、転倒して負傷したものの、旅客は、全員が座席に腰を掛けていた

ことから、負傷しなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、名古屋港第１区のガーデンふ頭南方沖を

南進中、船長が、左舷側に見えてくるはずの本件係船浮標を探すこと

に注意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、本件

係船浮標に向かう態勢となっていることに気付かずに航行し、本件係

船浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  運航管理者は、本事故後、船長に対して次の対策を講じた。 

 ・風波の影響で本件係船浮標が視認できないときは、本件係船浮標

を回らずにガーデンふ頭の南側で折り返すこと。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・状況に応じて常時適切な見張りを行うこと。 

 ・船体動揺などが予想される状況下、船内を歩行するような場合、

手すりなどをつかみ、不意の動揺に備えること。 

 ・船長は、船体の特性に配慮した操船を行う一方、必要に応じて旅

客等に対して安全に対する注意喚起を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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（平成２６年１０月２７日

１８時４５分ごろ発生） 

× 
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写真１ 船首部の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 本件係船浮標 

 


